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児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行について(通達)

児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律（平成１６年法律第３０号。

別添。以下「改正法」という。）は、本年４月１４日に公布され、一部の規定を除

き、同年１０月１日から施行されることとなった。

改正の趣旨、要点及び運用上の留意事項は、下記のとおりであるので、事務処理

上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、改正法による改正後の児童虐待の防止等に関する

法律を「法」という。

記

第１ 改正の趣旨

児童虐待が引き続き頻発している状況にかんがみ、児童虐待の防止等に関す

る施策を強化するため、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の責務

等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、児童の安全の確認及び安全の確

保に万全を期するための規定の整備等を行うこととしたものである。

第２ 改正の要点

１ 児童虐待の定義（法第２条関係）

保護者以外の同居人による虐待の保護者による放置及び児童が同居する家庭

における配偶者に対する暴力が児童虐待であることが明確にされた。

２ 国及び地方公共団体の責務等（法第４条関係）

(1) 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防等を行うため、関係省庁相互間等

の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制

の整備に努めなければならないものとされた。

(2) 国及び地方公共団体は、児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待の防

止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとされた。

また、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支

援を適切に行うことができるよう、これらの職務に携わる者について、研修

等必要な措置を講ずるものとされた。

(3) 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止等のために必要な事項についての

調査研究及び検証を行うものとされた。



３ 児童虐待の早期発見等（法第５条関係）

(1) 児童の福祉に業務上関係のある団体は、児童虐待の早期発見に努めなけれ

ばならないこととされた。

(2) 児童の福祉に業務上関係のある団体及び児童の福祉に職務上関係のある者

は、児童虐待の防止等に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努

めなければならないこととされた。

(3) 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対し、児童虐待の防止のため

の教育又は啓発に努めなければならないこととされた。

４ 児童虐待に係る通告（法第６条関係）

市町村、児童相談所等に通告しなければならない通告対象児童の範囲が、児

童虐待を受けたと思われる児童に拡大された。

５ 通告又は送致を受けた場合の措置（法第８条関係）

市町村、児童相談所等が児童虐待に係る通告等を受けたときは、児童との面

会その他の手段により、当該児童の安全の確認等を速やかに行うよう努めるも

のとされた。

６ 警察署長に対する援助要請等（法第１０条関係）

(1) 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万

全を期する観点から、児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対

し、必要に応じて適切に、援助を求めなければならないこととされた。

(2) 援助の求めを受けた警察署長は、児童の生命又は身体の安全を確認し、又

は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に警察官職務

執行法その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなけれ

ばならないこととされた。

７ 児童虐待を行った保護者に対する指導（法第１１条関係）

児童虐待を行った保護者に対する指導は、親子の再統合への配慮その他の児

童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなけれ

ばならないこととされた。

８ 面会又は通信の制限等（法第１２条の２関係）

児童について同意入所等の措置が採られた場合において、保護者が当該児童

の引渡し又は面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合に再び児童虐

待が行われ、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所

長は強制入所等の措置を要する旨の報告を都道府県知事に行うに至るまで、児

童に一時保護を行うことができることとされた。

９ 児童虐待を受けた児童等に対する支援（法第１３条の２関係）

(1) 市町村は、保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に

寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない

こととされた。

(2) 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童が充分な教育を受けられる

よう、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ

ばならないこととされた。

(3) 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就職の支援その他の



児童虐待を受けた者の自立支援のための施策を講じなければならないことと

された。

１０ 施行期日（改正法附則第１条関係）

改正法は、平成１６年１０月１日から施行される。ただし、新たに市町村を

児童虐待に係る通告先に加える規定に係る部分（法第６条及び第８条関係）の

施行期日は、児童福祉法の一部を改正する法律（未成立）附則第１条第３号に

掲げる規定の施行の日とされた。

１１ 検討（改正法附則第２条関係）

児童虐待の防止等に関する制度に関しては、改正法の施行後３年以内に、児

童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策等について、改正法

の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとされた。

第３ 運用上の留意事項

法の運用に当たっては、「児童虐待の防止等に関する法律を踏まえた児童虐

待への適切な対応について」（平成１２年１１月１６日付け警察庁丙少発第２

９号等）によるほか、以下の事項に留意すること。

１ 児童虐待の早期発見

児童虐待の早期発見、被害児童の早期保護が強く求められている最近の情勢

を踏まえ、少年部門のみならず、地域部門、刑事部門、被害者対策部門等の各

部門における各種警察活動に際し、児童虐待の発見に努めること。

また、本改正により、児童虐待の定義規定が明確にされたところ、児童が同

居する家庭において配偶者に対する暴力が認められる場合については、児童に

著しい心理的外傷を与えるものであれば児童虐待に含まれることから、配偶者

に対する暴力事案を担当する部門と緊密な連携を図ること。

なお、少年の問題行動の背景には児童虐待がある場合もあると考えられるこ

とから、街頭補導、少年相談等の少年警察活動に際しては、児童虐待がある可

能性を念頭におきつつ、その早期発見に努めること。

２ 迅速かつ確実な通告

本改正により、通告義務の対象となる児童の範囲が、「児童虐待を受けた児

童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」にまで拡大され、これにより、

児童虐待を裏付ける事実が必ずしも明らかでなくても、一般の人の目から見れ

ば主観的に児童虐待があったと思うであろうという場合であれば、通告の対象

となることとされた。このため、例えば、児童が虐待を受けていることが直接

確認されていない場合であっても、児童の身体に虐待を受けたことによると考

えられるようなあざや傷が認められるなど、児童の言動、外傷その他周囲の事

情から合理的に判断して、児童虐待の存在が疑われるときは、時機を失するこ

となく、確実に通告すべきものであること。

３ 警察署長に対する援助要請

援助要請については、これまでも、文書をもって事前に組織上の責任者から

責任者に対して行うことを原則としてきたところであるが、本改正により、援



助を要請する者及び援助要請の相手方が法文上に明示されたことにより、組織

として対応することが一層明確にされた。

この趣旨を踏まえ、援助要請を受けた警察署長は、児童の安全の確認及び安

全の確保を最優先として、児童相談所長等との事前協議により、適切な連携と

役割分担が実現されるよう援助要請を受けた事案に即して具体的な援助の内容

を判断し、適切な措置を講じること。

４ 関係機関・団体との連携の強化

最近の児童虐待をめぐる情勢にかんがみ、関係機関・団体との連携について

は、児童虐待の早期発見及び早期対応のため、関係機関・団体が必要な情報を

共有し、共通の認識の下で相互に連携して一体的な対応を行うなど真に実質的

かつ効果的な連携が図られるよう一層の取組みの強化を図ること。

特に、児童虐待防止を目的とする協議会等の地域ネットワークに積極的に参

加するなどして、必要な情報交換を行い、各機関・団体がその特性に応じた機

能を十分に発揮するよう連携を強めること。

５ 指導、教養の徹底

国及び地方公共団体は、関係機関の職員等が、児童虐待を早期に発見し、そ

の他児童虐待の防止に寄与することができるよう、また、児童虐待を受けた児

童の保護等を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、研修等必要な

措置を講ずることが規定された。

この趣旨を踏まえ、関係職員に対し、改正の趣旨の周知に努めるとともに、

その内容、運用上の留意事項等について集合教養、随時の教養、巡回教養等あ

らゆる機会を活用して指導、教養を徹底し、児童虐待事案の早期発見及び児童

の保護等に向けた対応が迅速かつ適切に行われるようにすること。

また、児童虐待事案の認知につながる情報を組織として確実に集約できるよ

う、少年部門の担当者のみならず、広く他部門の関係職員に対しても指導、教

養を徹底すること。

本件担当：保護対策係
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